
建設キャリアアップシステムに登録する技能者の立場（職長・班長）

＜システムに登録する技能者の立場＞
職長：職長又は職長の直近下位に配置され複数の班を束ねる者
班長：職長以外の者であって、複数の班や技能労働者を束ねる者

【大規模現場のイメージ】
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【中規模現場のイメージ】

【小規模現場のイメージ】
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※いずれも一事業者の施工体制

住宅の場合：「棟梁」
が該当

別添１

※職長や班長という名称は、システムに登録できる「立場」の呼称として便宜的に設定されたものである。した
がって、住宅現場の場合には、棟梁として従事する者を職長として登録するといったように、建設現場における
職種の特性に応じた柔軟な運用が想定される。



CCUS能力評価申請における経歴証明の活用について

 建設技能者の能力評価制度においては、建設キャリアアップシステム（CCUS）により客観的に把握できる就業年数、保有資格、マネ
ジメント経験（職長・班長としての経験年数）を評価することを原則とする。

 一方で、CCUSに就業履歴を蓄積できる環境が整うまでの経過的な措置として、令和11年3月31日までに能力評価の申請を行う場
合には、令和6年3月31日までの就業年数、マネジメント経験については、所属事業者等により作成された『経歴証明書』の提出を認
めている。
（令和11年4月1日以降に能力評価の申請を行う場合には、CCUSにより客観的に把握できる情報のみを評価することとする。）

 なお、一定の客観性の確保の観点から、経歴証明の起算点は、建設業に関する資格の取得年月日等（CCUSに登録された情報）と
する。 （マネジメント経験については、起算点の確認は要さない（所属事業者等の経歴証明のみ））

システム本運用開始
Ｈ31.4～ R11.4.1～

システム利用

システム利用

①②いずれの場合も、R6.3.31
までの期間の経歴証明書の提出
が可能
（R6.4.1以降の経歴証明書は能
力評価されない。）

R6.3.31
従事
開始

能力評価の申請

経歴証明できる期間の範囲
（起算点は資格の取得年月日等）

経歴証明を提出できる期間
（令和11年4月以降は提出不可）

経歴証明

経歴証明
能力評価の申請

評価せず

システム利用経歴証明

CCUSに蓄積された情報のみで
能力評価
（経歴証明書の提出はできない）

経歴証明書の提出が可能
※Ｈ31.4～はCCUSに蓄積された
情報による能力評価も可能

評価せず

能力評価の申請

資格取得
年月日

システム利用
R6.3.31以前に能力評価
を行う方

R6.4.1～R11.3.31に能
力評価を行う方のうち、

①R6.3.31までにCCUS
に登録している方

②R6.4.1以降にCCUS
に登録した方

R11.4.1以降に能力評価
を行う方

【経歴証明の活用】

①

②

能力評価の申請

別添４



①－１ 現在（～R6.3.31）の経歴証明の活用について

システム本運用開始
Ｈ31.4～

システム利用

R6.3.31
従事
開始

経歴証明できる期間の範囲（起算点は資格の取得年月日等）

システムに蓄積された就業日数及び経験日数
経歴証明提出なし

システム利用経歴証明

CCUSのみ

経歴証明 経歴証明のみ

CCUS＋経歴証明

パターン①：経歴証明書を提出せずにCCUSに蓄積された就業日数・経験日数を基に能力評価申請の申し込みが可能。
パターン②：経歴証明書に記載されている就業日数・経験日数を基に能力評価申請の申し込みが可能。
パターン③：経歴証明書に記載されている就業日数・経験日数とCCUSに蓄積された就業日数・経験年数を合算して能力評価申請の申し込みが可能。

【現在の運用】

パターン①

パターン②

システムに蓄積された就業日数及び経験日数

パターン③

別添４

能力評価の申請

能力評価の申請

能力評価の申請

資格取得
年月日

□□研修修了

□□研修修了

□□研修修了



①－２ 経過措置延長期間（R6.4.1～R11.3.31）のケース

R11.3.31～

システム利用

システム利用

R6.4.1
従事
開始

経歴証明できる期間の範囲（起算点は資格の取得年月日等）

経歴証明

システム利用経歴証明

CCUS＋経歴証明

CCUSのみ

CCUS＋経歴証明

経歴証明のみ

システム
利用

経歴証明

▲

経歴証明提出なし

システムに蓄積された就業日数及び経験日数

システムに蓄積された就業日数及び経験日数

システムに蓄積された就業日数及び経験日数

システムに蓄積された就業
日数及び経験日数

CCUS＋経歴証明

パターン① ：経歴証明書を提出せずにCCUSに蓄積された就業日数・経験日数を基に能力評価申請の申し込みが可能。
パターン② ：CCUS運用開始前からR6.3.31までに従事した期間について経歴証明に記載されている就業日数・経験日数を基に能力評価申請の申し込みが可

能だが、経歴証明書に記載されているR6.4.1以降の就業日数・経験日数は対象外。
パターン③－１：経歴証明書とCCUSに蓄積された就業日数・経験日数を合算して能力評価申請の申し込みが可能。
パターン③－２：経歴証明書とCCUSに蓄積された就業日数・経験日数を合算して能力評価申請の申し込みが可能。
パターン③－３：経歴証明書に記載されているR6.3.31までに従事した期間についての就業日数・経験日数とCCUSに蓄積された就業日数・経験

日数を合算して能力評価申請の申し込みが可能だが、経歴証明書におけるR6.4.1以降の就業日数・経験日数は対象外。

【運用変更案】

パターン①

パターン②

パターン③ー１

▲

パターン③ー２

パターン③ー３

R6.4.1以降の経験日数
及び経験日数は対象外

R6.4.1以降就業日数
及び経験日数は対象外

経歴証明

別添４

能力評価の申請

能力評価の申請

能力評価の申請

能力評価の申請

能力評価の申請

システム本運用開始
Ｈ31.4～

資格取得
年月日

△△講習受講

□□研修修了

□□研修修了

□□研修修了

□□研修修了



①－３ 経過措置延長期間（R11.4.1～）のケース

（令和11年4月1日以降は提出不可）

R11.4.1～

システム利用

システム利用

R6.4.1
従事
開始

経歴証明できる期間の範囲（起算点は資格の取得年月日等）

経歴証明

システム利用経歴証明

経歴証明提出なし

システムに蓄積された就業日数及び経験日数

システムに蓄積された就業日数及び経験日数

システムに蓄積された就業日数及び
経験日数

システムに蓄積された就業日数及び
経験日数

パターン①

パターン②

CCUS＋経歴証明

CCUSのみ

CCUS＋経歴証明

経歴証明のみ

CCUS＋経歴証明

システム利用

パターン① ：経歴証明書を提出せずにCCUSに蓄積された就業日数・経験日数を基に能力評価申請の申し込みが可能。
パターン② ：経歴証明書のみの能力評価申請の申し込みは不可能。
パターン③－１：経歴証明書とCCUSに蓄積された就業日数・経験日数を合算して能力評価申請の申し込みは不可能。
パターン③－２：経歴証明書とCCUSに蓄積された就業日数・経験日数を合算して能力評価申請の申し込みは不可能。
パターン③－３：CCUSに蓄積された就業日数・経験日数を基に能力評価申請の申し込みが可能だが、R6.4.1以降の経歴証明書における就業日

数・経験日数は対象外となるため、R11.3.31までに能力評価申請の申し込みを行っていただくことが望ましい。

【運用変更案】

×
パターン③－１

パターン③－２

パターン③－３

×

×

×

×

×

×

×

いずれのパターンであっても令和１１月４月１日以降は経歴証明の提出は不可

経歴証明

経歴証明

別添４

能力評価の申請

能力評価の申請

能力評価の申請

能力評価の申請

能力評価の申請

システム本運用開始
Ｈ31.4～

資格取得
年月日

□□研修修了

△△講習受講

□□研修修了

□□研修修了

□□研修修了



経歴証明を活用する場合の証明者等について

経歴証明の起算点 証明者 代行申請者

キャリアアップシステムに登録され
ている建設業に関する保有資格の取
得年月日等を活用【原則】

①所属事業者 所属事業者

②上位下請事業者 上位下請事業者

③元請事業者 元請事業者

④能力評価実施団体
（①～③による経歴証明を受けるこ
とが困難な場合）

能力評価実施団体

上記によらない場合 能力評価実施団体 能力評価実施団体

※所属事業者、上位下請事業者、元請事業者については、キャリアアップシステムに事業者登録している者に限る。

※能力評価実施団体は、評価を受けようとする能力評価基準を策定した能力評価実施団体を指す。



就業日数の換算等について

システム利用開始
R1.6～

5年2月 → ５.16年
（５年 ＋ 2/12年）

Ａ：経歴証明による就業月数

就業開始
Ｈ26.4～

レベル判定
R3.3

※経歴証明が提出できる期間を令和１１年３月３１日、経歴証明できる期間の終期を令和６年３月３１日までとし、それ以降の就業履歴は、ＣＣＵＳに蓄積された情報のみを評価することとします。

Ｃ:Ａ＋Ｂの就業年数
7.02年（5.16年＋1.86年）

別添５

能力評価の対象とする就業日数については、下表の考え方に基づき計算を行うものとする。

Ｂ：建設ｷｬﾘｱｱｯﾌﾟｼｽﾃﾑ
に蓄積された就業日数

【能力評価を受けようとする建設技能者の就業期間の計算例】

能力評価を受けようとする建
設技能者の就業期間

就業期間の計算方法等

Ａ 建設キャリアアップシステム
の利用開始前の就業期間
（経過措置）

①所属事業者等の経歴証明による就業期間を用いる。
②①の就業期間は、建設技能者として就業開始した日の属する月から離職した日の属する月までの月数による。
③建設業を離職していた期間は、②の就業期間に含めない。
④①から③を用いて計算した就業月数を、就業年数に換算する場合は、１２月をもって１年とみなす。
＜計算例＞
就業期間：平成26年4月1日～平成31年5月25日 → 平成26年4月～平成31年5月 → 5年2月
→ 5年 ＋ 2/12年 → 5.1666･･･年 → 5.16年（少数点第3位以下を切り捨て）

Ｂ 建設キャリアアップシステム
利用開始以後の就業期間

①建設キャリアアップシステムに蓄積された就業日数を用いる。
②①の就業日数を、就業年数に換算する場合は、２１５日をもって１年とみなす。
＜計算例＞
平成31年6月～平成33年3月の期間において建設キャリアアップシステム蓄積された就業日数400日
→ 400/215年 → 1.8604･･･年 → 1.86年（少数点第3位以下を切り捨て）

Ｃ ＡとＢの就業期間を合算する
場合の就業期間

Ａ④による就業年数と、Ｂ②による就業年数を合算した年数を用いる。
＜計算例＞
5.16年 ＋ 1.86年 ＝ 7.02年

職長又は班長としての就業日数についても、上記Ａ～Ｃと同様の考え方に基づき計算を行うものとする。＜下記計算例参照＞

システム利用開始と同時に
職⾧として就業開始
R1.6～

2年2月 → 2.16年
（2年 ＋ 2/12年）

Ａ：経歴証明による
班長としての就業月数

班⾧として
就業開始
Ｈ29.4～

レベル判定
R3.3

400日 → 1.86年
（400日 / 215日）

Ｃ:Ａ＋Ｂの就業年数
4.02年（2.16年＋1.86年）

Ｂ：建設ｷｬﾘｱｱｯﾌﾟｼｽﾃﾑに蓄積
された職長としての就業日数

【左記の者の職長又は班長としての就業期間の計算例】



作業員名簿の代理登録 別添６

１．施工体制の代理登録方法

２．技能者の作業員名簿への代理登録方法

施工体制における事業者の登録には、複数の現場に適用できる「代理手続きによる登録方法」がある。

代理手続き事業者が下請事業者に所属する技能者を作業員名簿に登録するためには、技能者の同意が必
要。



作業員名簿の代理登録の活用

 １．及び２．による代理登録を行うことにより、例えば、
・一次下請事業者が、二次や三次の下請事業者の施工体制登録を行う
・一次下請事業者が、二次や三次の下請事業者に所属する技能者について、当該現場の作業員名簿に
登録する
ことができる。

 作業員名簿の登録の際には、技能者の立場（職⾧・班⾧）についても、一次下請事業者が入力し、作
業員名簿に登録することができる。

 代理登録の機能により、所属事業者と上位下請事業者との連携の下、適切な作業員名簿の登録が期待
される。したがって、建設技能者の能力評価制度の適正な運用の観点からも、上位下請事業者による
作業員名簿の代理登録を活用してはどうか。

○現場情報の登録
現場名、工事内容

○自社の作業員名簿の登録
（所属技能者の一覧から作業員を選択し、立場及び作業内容を入力）
（立場や作業内容に変更があった場合は、随時、情報を更新）

直近上
位が直
近下位
事業者
を選択

要請

承認

※三次以降も
同様に、直近
上位が直近下
位を選択し、
要請→承認→
登録を繰り返
していく。

（作業員名簿の登録画面イメージ）

○施工体制登録の流れ

元請 一次
下請

二次
下請

三次
下請

直近上
位が直
近下位
事業者
を選択

要請

承認

直近上
位が直
近下位
事業者
を選択

要請

承認

施工体制の代理登録により、
例えば、一次の下請事業者が
これらの作業を代理して実施
することが可能
（青囲い部分の作業）


